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条

例

〇
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
及
び
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

　

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人　
事　
課　
等
）　

　

一

 
条

例

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
四
号

　
　
　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号

を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条
の
二　

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
五
十
七
日
間
と
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
中
「
第
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
五
条
に
規
定
す
る
」
に
、「
同
号
」
を
「
同
条
」
に
改
め
、
同
条
第

四
号
中
「
当
該
職
員
の
配
偶
者
（
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
が
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該
子
を
育

児
休
業
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
養
育
し
た
こ
と
（
当
該
」
を
「
三
月
以
上
の
期
間
を
経
過

し
た
こ
と
（
当
該
育
児
休
業
を
し
た
」
に
、「
請
求
の
際
両
親
が
当
該
方
法
」
を
「
承
認
の
請
求
の
際
育
児
休
業
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
再
度
の
」
を
削
る
。

　

第
五
条
中
「
次
に
掲
げ
る
事
由
」
を
「
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
以
外
の
子

に
係
る
育
児
休
業
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

　

第
十
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号

を
削
る
。

　

第
十
一
条
第
一
号
中
「
第
十
四
条
第
二
号
」
を
「
第
十
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
三

号
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
の
配
偶
者
（
当
該
子

の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）が
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該
子
を
育
児
休
業
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
養
育
し
た
こ
と
（
当
該
」
を
「
三
月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
」

に
、「
請
求
の
際
両
親
が
当
該
方
法
」
を
「
承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

　

第
十
九
条
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を

し
て
い
る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
四
号
又
は
第
十
一
条
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
申
し
出
た
計
画
は
、
同
日
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
第
三
条
第
四
号
又
は
第
十
一
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
申
し
出
た
計
画
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
及
び
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
五
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
及
び
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「（
職
員
の
配
偶
者
で
そ
の
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
そ
の
子
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を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を

除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

　

第
十
条
の
三
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前

二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「（
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子

を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「（
学
校
職
員
の
配
偶
者
で
そ
の
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
そ

の
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
県
人
事
委
員
会
の
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
学
校
職
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

　

第
八
条
の
三
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前

二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「（
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

任
命
権
者
等
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
学
校
職
員
が
、
県
人
事
委
員
会
の
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
学
校
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
す
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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